
広島県ゴルフ練習場協会主催 ゴルフ大会（以下本会）の競技規定について

主　　　　旨 健全なスポーツとして、ゴルフの振興と発展に寄与し
ゴルファーの皆様に楽しんでいただける競技会を提供する。

期　　　　日 本会は、３月～１０月に年間８大会の開催を基本とする。

開催コース 本会は、県下ゴルフ場で本会との諸条件に合い、お互いが
ゴルフｧー活性化に役立つ事を理解していただいたコース。

運 営 協 力 本 会 会 員 一 同

ゴルフ規則 日本ゴルフ協会発行のゴルフ規則及びローカルルールを
適用する。
尚、各大会の特別ルールは、当日開催コースハウス内に
掲示する。
天候、参加者数により規則・条件等を変更する事がある。

プレーの条件 １８ホールストロークプレーとし、セルフプレーを基本とする。

順位の決定 グロスの部は、マッチング・スコア・カード方式とする。

ネットの部は、年長者上位とする。

競 技 終 了 競技は、当日成績表発表時点をもって終了とみなす。

参 加 資 格 本会会員の練習場利用者とし、会員会場のフロントへ
申し込みとし、スタート時間を確認するものとする。

注1：主催者は競技中を含めいつでも、出場に相応しくないと判断した

プレーヤーの参加資格を取り消すことができる。

なお、主催者は、プレーヤーが次のいずれか一つにでも各当する場合

（ただし、これに限らない）、当該プレーヤーを出場に相応しくない、

プレイヤーと判断するものとする。

①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、

暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ

又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者に該当することが

判明したとき

②自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた

不当な要求行為取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、

風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、

又は相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行った

事があることが判明したとき。

付　  　記 成績結果は本会のホームページ及びメディアに公開する。


